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「給付に関 する事項」 7～８ページ
（３）費用負担に関する制度改正

※部分

※介護老人保健施設と短期入所

生活介護、介護医療院を利用し

た場合は、（　）内の金額

※従来型個室：特養等を利用し

た場合は（　）内の金額

※食費：短期入所生活介護を利

用した場合は（　）内の金額。

「給付に関 する事項」 31ページ

④サービス利用回数の増減による

サービス担当者会議の必要性

下部分

Q:（地 密）通所介護事業所で

利用している曜日

Q:（地 密）通所介護事業所で

利用していない曜日


